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　収
納
率
を
上
げ
る
た
め
に
は
、
分
子

を
上
げ
る
徴
収
部
門
の
強
化
も
大
事
で

す
が
、
そ
れ
と
と
も
に
分
母
を
下
げ
る

努
力
が
必
要
で
す
。
私
は
、
国
保
賦
課

担
当
を
六
年
、
納
税
課
で
収
納
業
務
を

六
年
経
験
し
た
後
、再
度
、国
保
の
賦
課

担
当
と
な
り
、い
っ
そ
う
、そ
の
思
い
を

強
く
し
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
国
保
は

届
出
主
義
で
、
加
入
者（
も
し
く
は
代

理
）か
ら
の
届
出
が
な
い
と
、簡
単
に
職

権
で
喪
失
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か

ら
で
す
。
健
康
保
険
と
の
二
重
加
入
に

な
っ
た
ま
ま
と
な
り
、
国
保
の
保
険
料

が
延
々
課
税
さ
れ
た
ま
ま
と
な
る
。
納

付
も
な
く
、不
納
欠
損
が
続
き
、処
分
の

停
止
も
ま
ま
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
国

保
の
分
母
を
膨
ら
ま
せ
、
収
納
率
に
も

悪
影
響
を
及
ぼ
す
。
国
も
そ
う
い
っ
た

各
自
治
体
か
ら
あ
が
っ
た
現
状
と
届
出

主
義
が
も
た
ら
す
悪
循
環
を
変
え
る
べ

き
と
の
強
い
申
し
入
れ
で
制
度
改
正
を

行
い
、
平
成
23
年
2
月
に
年
金
被
保
険

者
情
報
を
活
用
し
、
条
件
を
満
た
せ
ば

職
権
に
よ
る
喪
失
も
可
能
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
当
市
の
賦
課
担

当
の
現
状
と
し
て
は
、
毎
日
の
窓
口
処

理
や
賦
課
更
正
に
追
わ
れ
て
、ま
た
、年

金
事
務
所
へ
照
会
を
し
て
も
、
「
同
一

人
物
か
ど
う
か
判
断
で
き
な
い
」と
か
、

「
調
査
に
時
間
を
有
す
る
」と
い
う
回
答

し
か
な
さ
れ
ず
、
な
か
な
か
調
査
も
す

す
ま
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で

す
。
が
、今
年
度
当
市
は
、収
納
一
元
化

と
な
り
、
国
保
は
賦
課
と
給
付
の
仕
事
、

収
納
は
納
税
課
へ
と
移
行
す
る
こ
と
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
課
で
で
き
る
滞
納
整
理
に

取
り
組
む
姿
勢
が
で
き
ま
し
た
。
そ
う

い
う
状
態
の
と
こ
ろ
へ
私
は
異
動
に

な
っ
た
の
で
す
。

　異
動
に
な
っ
た
後
、
納
税
課
と
国
保

課
で
、数
回
に
わ
た
っ
て
、当
市
の
国
保

を
安
定
的
に
運
営
す
る
た
め
の
問
題
点

を
話
し
合
い
ま
し
た
。
そ
の
問
題
点
を

話
し
合
っ
て
い
る
時
に
あ
が
っ
た
の

は
、や
は
り
、二
重
加
入
の
こ
と
と
、も

う
ひ
と
つ
、
短
期
保
険
証
や
資
格
証
明

書
の
交
付
の
こ
と
で
し
た
。
二
重
加
入

に
関
し
て
は
、ま
ず
、情
報
を
細
か
く
集

め
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
た
。
納
税
課

と
の
折
衝
内
容
に
社
会
保
険
が
付
い
た

と
い
う
記
録
が
な
い
か
、ま
た
、個
人
住

民
税
の
賦
課
内
容
に
、
保
険
料
の
税
控

除
が
入
っ
て
い
な
い
か
？
入
っ
て
い
る

と
す
れ
ば
、厚
生
年
金
加
入
が
あ
り
、社

保
も
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
？
も

う
一
つ
は
、
年
金
情
報
自
体
に
何
か
し

ら
情
報
が
な
い
か
ど
う
か
で
す
。
二
重

課
税
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
も
の
を

見
つ
け
た
と
き
に
は
、
年
金
事
務
所
へ

の「
適
用
適
正
化
調
査
」を
行
い
加
入
状

況
の
回
答
を
求
め
ま
し
た
。
以
前
ま
で

は
、
回
答
に
消
極
的
で
あ
っ
た
年
金
事

務
所
で
し
た
が
、
春
先
の
異
動
時
に
ご

　読
者
の
皆
様
、
今
年
度
も
引
き
続
き
こ
の
コ
ー
ナ
ー

を
担
当
い
た
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
付
き
合
い
く
だ
さ
い
。

　今
年
度
は
私
が
理
事
長
を
務
め
る
「
特
定
非
営
利
活

動
法
人
ロ
ー
カ
ル
ガ
バ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
L
G
N
e
t
）」
の
仲
間
に
登

場
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
全
国
各
地
で
頑
張
っ
て
徴
収
率
ア
ッ
プ
に
取

り
組
ん
で
い
る
仲
間
の
声
を
お
聞
き
く
だ
さ
い
。

　ト
ッ
プ
バ
ッ
タ
ー
は
、
釧
路
市
役
所
の
髙
杉
さ
ん
で
す
。
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
も

あ
る
よ
う
に
、
髙
杉
さ
ん
は
な
か
な
か
の
ア
イ
デ
ア
を
持
っ
て
い
る
方
で
、
市
営

住
宅
の
軽
自
動
車
一
斉
差
押
や
、
現
年
分
の
差
押
な
ど
果
敢
に
滞
納
整
理
に
取
り

組
ん
で
い
ま
し
た
。（
市
税
滞
納
に
係
る
差
押
実
績
参
照
）

　現
在
は
国
保
の
賦
課
等
の
担
当
に
な
り
ま
し
た
が
、
賦
課
の
立
場
か
ら
分
母
を

削
る
努
力
を
し
て
成
果
を
上
げ
て
い
ま
す
。

「
賦
課
側
か
ら
で
き
る
、
滞
納
整
理
」

〜
収
納
率
向
上
の
た
め
に
内
側
か
ら
で
き
る
事
〜

髙
杉
さ
ん
の〝
分
母
〞の
削
り
方

釧
路
市

昭和53年入庁　戸籍住民課へ
配属、その後、市民生活課、市
立釧路総合病院医事課、釧路
公立大学学生課、国民健康保
険課（賦課担当）、児童家庭課
を経験し、平成18年納税課へ。
6年の徴収事務を担当中、軽
自動車一斉差押や現年分差押
などを積極的に行い、万年最
下位を脱出させた。平成24年
4 月より、現職。収納率が一
向にあがらない国保への再登
板となった。

▲国保の窓口

釧路市役所　子ども保健部
国民健康保険課　賦課担当
課長補佐

髙杉　好恵
（たかすぎよしえ）

▲耐震工事の終わった
釧路市役所

は
じ
め
に
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挨
拶
に
伺
い
、
私
が
納
税
担
当
で
あ
っ

た
こ
と
を
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
と

も
に
、
今
後
年
金
事
務
所
か
ら
の
調
査

に
関
し
て
も
、
こ
ち
ら
で
協
力
し
て
情

報
共
有
し
た
い
と
い
う
申
し
出
で
を
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
い
い
感
触
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
こ
ち
ら
か

ら
の
照
会
文
書
に
、
国
民
健
康
保
険
法

の
第
百
十
三
条
の
二（
資
料
の
提
供
等
）

を
明
記
し
、な
お
か
つ
、個
人
の
年
金
基

礎
番
号
も
わ
か
る
範
囲
で
記
載
し
て
お

く
こ
と
で
、前
年
か
ら
比
べ
る
と
、か
な

り
の
回
答
率
と
な
っ
た
の
で
す
。
23
年

度
は
判
明
率
が
66
％
で
し
た
が
、
24
年

度
は
1
月
現
在
で
71
％
と
な
っ
て
い
ま

す
。（
適
用
適
正
化（
社
保
と
の
2
重
加

入
）調
査
件
数
等
参
照
）

　調
査
の
中
で
も
、
優
先
的
に
手
を
付

け
た
の
は
、資
格
証
明
者
と
、短
期
被
保

険
者
の
中
の
高
額
及
び
長
期
滞
納
者
で

す
。
強
化
月
間
と
定
め
た
10
月
か
ら
11

月
ま
で
に
は
、
職
権
で
喪
失
で
き
る
よ

う
に
逆
算
し
、
当
初
賦
課
が
終
了
し
た

7
月
初
旬
よ
り
調
査
を
開
始
、
該
当
者

に
は
脱
退
届
の
奨
励
を
し
、
申
請
の
な

い
も
の
は
、
職
権
で
喪
失
さ
せ
る
と
い

う
手
順
で
、
こ
の
強
化
月
間
の
2
カ
月

間
だ
け
で
も
、賦
課
調
定
が
現
年・滞
繰

含
め
、54
件
、金
額
で

1
9
4
0
万
の
減
額

更
正
と
な
り
ま
し
た
。

（
適
用
適
正
化（
社
保

と
の
2
重
加
入
）調

査
に
よ
る
調
定
減
実

績
参
照
）

　こ
の
調
査
を
行
っ

た
こ
と
で
、
現
在
の
勤
め
先
が
判
明
し
、

更
正
納
付
書
を
送
付
す
る
際
に
、
こ
れ

か
ら
先
、
納
付
が
進
ま
な
い
場
合
の
滞

納
整
理
の
進
行
手
順
を
知
ら
せ
、
納
税

課
へ
の
納
付
相
談
奨
励
も
同
時
に
行
う
、

納
税
課
で
は
、
納
付
が
進
ま
な
い
場
合

の
調
査
や
滞
納
処
分
の
検
討
に
入
る
等
、

例
年
以
上
の
素
早
い
対
応
が
で
き
ま
し

た
。
ま
た
、
当
市
の
保
険
証
切
替
時
期

の
11
月
末
ま
で
に
資
格
喪
失
の
処
理
が

進
ん
だ
り
、
納
付
相
談
が
行
わ
れ
た
こ

と
で
、
資
格
証
明
証
の
交
付
件
数
が
例

年
1
2
0
件
を
超
え
て
い
た
も
の
が
94

件
へ
、
4
年
間
増
加
し
続
け
て
い
た
短

期
被
保
険
者
証
の
継
続
世
帯
数
も
前
年

よ
り
1
2
8
件
の
減
と
な
り
、
手
間
の

か
か
る
資
格
証
明
証
や
短
期
保
険
証
の

交
付
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
新
証
交
付
に
か
か
る
超

過
勤
務
日
数
・
時
間
も
従
前
よ
り
大
幅

に
減
ら
す
こ
と
が
で
き
、
職
員
の
負
担

も
財
政
の
負
担
も
減
ら
す
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　こ
の
業
務
を
行
っ
て
い
く
時
に
気
付

い
た
こ
と
は
、
過
去
3
年
以
上
最
小
限

し
か
調
査
を
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
、

漫
然
時
効
と
し
て
し
ま
っ
た
調
定
の

中
に
、
喪
失
で
き
る
分
が
か
な
り
あ
っ

た
と
い
う
事
実
で
す
。
こ
れ
は
行
政
の

怠
慢
と
言
わ
れ
て
も
し
か
た
な
く
、
行

政
訴
訟
の
対
象
と
も
な
る
行
為
で
あ
る

…
…
職
員
一
人
一
人
が
そ
の
重
み
を
理

解
し
、
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
業
務

を
行
う
こ
と
が
国
保
の
滞
納
整
理
に
つ

な
が
る
と
言
う
こ
と
を
心
し
て
、
納
税

課
と
足
並
み
を
揃
え
て
、
な
お
一
層
今

後
の
業
務
に
励
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　皆
さ
ん
の
自
治
体

で
も
す
で
に
実
施
し

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
積
極
的
に
行

う
こ
と
で〝
分
母
〞を
削
っ
て
い
っ
た
ら

ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　次
回
は
、
高
知
県
佐
川
町
の
取
り
組

み
を
紹
介
す
る
予
定
で
す
。

NPO LG Net理事長、元ヤフー株式会社コンシューマ事業統括本部官公庁担当、
昭和42年江戸川区役所に入都
東京都総務局小笠原支庁、同和対策部、災害対策部

主税局足立都税事務所整理第二課長、新宿都税事務所整理第二課長、練馬都税事務所納税課長、課
税部軽油特別調査室副参事、徴収部機動整理課長、徴収指導室長を歴任。機動整理課長の時、全国
で初めてのインターネット公売を実施し成果を上げる。平成17年 4 月から「ネット公売を全国に
広げたい」と自らヤフーのスタッフ募集に応募し官公庁担当に。インターネット公売の説明に全
国の自治体を飛び回る。平成23年よりNPO法人LG Netを設立し、理事長に就任。著書には、イン
ターネット公売のすべて（ぎょうせい）、自治体増収大作戦-インターネットが変えた-（ぎょうせ
い）がある。厚生労働省国民健康保険料（税）収納率向上アドバイザー

堀　博晴
（ほり ひろはる）

企画・監修　特定非営利活動法人ローカルガバメントネットワーク（LGNet）

▲かつてラッコの「クー
ちゃん」のいた釧路川の
幣前橋にある銅像と夕空
（ここから見る夕日は格
別です）

お
わ
り
に

〒085-0057 
釧路市愛国西２丁目１４番６号 
 
 
釧路 太郎  様 

釧路市長 蝦 名  大 也 
（公 印 省 略） 

国民健康保険に関する届出について 

 日頃より釧路市国民健康保険にご理解・ご協力をいただきましてありがとうござ

います。 
 さて、あなたの健康保険について調査の結果、社会保険が適用となっていると思

われますが、まだ国民健康保険の脱退届けを提出していただいておりません。 
 脱退の届出をされますと、国民健康保険料の一部が減額になる可能性があります

ため、ご多用とは存じますが、下記により至急届出をされますようお願いいたしま

す。 
 手続きがなされず、お支払が滞っている場合には、ご勤務先等に調査が入ること

がございますので、必ず届出いただきますようお願いいたします。また、ご来庁に

よる届出が困難な場合は、裏面に印刷されております「国民健康保険届」に記入し、

返信用封筒にてご返送いただきますよう重ねてお願いいたします。 
 なお、現在すでに会社を辞められて、社会保険証を返還されている方はお電話に

てご連絡下さい。 
記 

１ 届出に必要なもの 
 ・印かん （届出に来庁される方のもの） 
 ・国民健康保険被保険者証（加入者分） 
 ・社会保険の保険証（加入者分、コピー可） 
 
２ 届 出 先        
・市役所 国民健康保険課 賦課担当 １階 １１番窓口へ 
       平成 24 年 12 月 28 日（金）  までに届出ください。 

・下記行政センターでも届出できます。 
  ※行き違いで届出を済まされた場合は、ご容赦ください。期限までに届出され

ない場合は、当市が職権で処理させていただくこともありますのでご了承く

ださい。（職権喪失処理予定日  平成 25 年 2 月 10 日頃） 
【このことについてのお問い合わせは、 

下記までお願いいたします。】 
 
〒０８５－８５０５ 釧路市黒金町７丁目５番地  
釧路市役所 国民健康保険課 賦課担当  
℡０１５４－２３－５１５１（内）１２７６ 
                  （お問い合わせ No.  国保番号 1311207   ） 

釧国保第  号 
平成 24 年 11 月 20 日

1 度目の喪失届け奨励文 

文書の到達日から 
1 カ月間は届出期間 

とする。 

1 度目の文書を出して期間内に届出

がなかった場合、再度同内容で文書

を送付する→届出期間をさらに 1 カ

月延長し、届けがない場合は職権に

て喪失処理する旨を明記する。 

2 度目の文書はこの例でいくと、

25 年 1 月 7 日に送付し、 
届出期間を 2 月 12 日まで、 
職権喪失処理日を 2 月 18 日 
とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•日本年金機構 より 厚生年金１・３号喪失 一覧表 送付

•納税課 より 口コミ、

•乳幼児医療との整合性

•市民税賦課内容より 社保控除の有無

社保取得
情報

•社保取得の届出の有無

•有・・・国保喪失のため調定減

•無・・・国保喪失手続案内通知

国保状況
確認

•居所不明でないこと確認し

•①一人世帯・・そのまま職権喪失へ

•②世帯員がいる場合、この調査結果を
もって、職権喪失へ

職権喪失手続

届出奨励・・・①関係部所への確認 
（乳・児童・障等）

②義務者へ通知 
③勤務先へ電話 

年金事務所へ社保取得の状況確認 
 ・文書にて世帯員の状況も含め確認

（国民健康保険法１３２条の 2 
を明記）

届出していない者については、 

届出期間  
調査期間 

は１カ月 
 

国保状況 再確認・・・社保取得届出の有無

有・・・国保喪失のため調定減 
無・・・２度目の国保喪失手続案内 

手続〆切は 

１カ月以上後の指定日 

 釧路市における  
社保取得による職権喪失 フローチャート 

調定が減額される → 収納率向上へ 

庁舎内の連携を密にしておく。しかし鵜呑みにせず必ず年金事務所への調査で確認を

取る

収納側と賦課側が意識して、 
社保との 2重加入を探すことが

調定額を下げる近道である。 

すでに他課には保険変更

が届けられていることも

この時点で届が

出されれば調定

は早く落ちる。 
1 度目の届出奨励で届けられない場

■適用適正化（社保との2重加入）調査による
　調定減実績　（新証交付前）　　　　　　　　　　平成24年度

10月 内　職権喪失減額分 職権喪失分減額調定合計

現年分調定額 4,354,170,600 （3,673,232）

10,771,940
前年同月との差 ▲ 117,946,100

滞納繰越分調定額 1,496,909,626 （7,098,708）

前年同月との差 ▲ 178,922,303

11月 内　職権喪失減額分 職権喪失分減額調定合計

現年分調定額 4,357,104,600 （3,083,404）

8,636,960
前年同月との差 ▲ 118,149,200

滞納繰越分調定額 1,492,789,226 （5,553,556）

前年同月との差 ▲ 182,632,203

12月 内　職権喪失減額分 職権喪失分減額調定合計

現年分調定額 4,364,245,500 （347,956）

1,242,700
前年同月との差 ▲ 122,410,800

滞納繰越分調定額 1,491,807,826 （894,744）

前年同月との差 ▲ 182,554,503

■市税滞納に係る差押実績（H19年度～H23年度）
年度

区分
19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

不　動　産 件数 18 23 19 23 19

債

　権

国税還付金 件数 85 209 210 184 70
車税還付金 件数 27 41 51 23 24
預　貯　金 件数 32 509 2,201 2,092 1,476
生　　　保 件数 51 77 153 162 74
家　　　賃 件数 0 6 0 0 0
給　　　与 件数 0 33 216 172 189
年　　　金 件数 1 0 0 0 30
そ　の　他 件数 1 11 16 14 11
計 件数 197 886 2,847 2,647 1,893

動　　産 件数 7 39 39 11
自 動 車 件数 3 6 5
差押合計 件数 215 916 2,908 2,715 1,909

換　　価
件数 172 671 2,556 2,392 1,935

金額（円） 13,008,896 49,237,513 98,547,196 93,084,158 99,250,000

動産公売
件数 6 8 7 4

金額（円） 268,422 3,947,011 1,872,142 529,150

換価合計
件数 172 677 2,564 2,399 1,939

金額（円） 13,008,896 49,505,935 102,494,207 94,956,300 99,779,150

交付要求
要求件数 174 167 257 180 146
配当件数 22 42 31 28 31
配当金額（円） 3,031,054 11,443,788 14,646,961 26,427,019 20,900,000

※債権その他内訳 19年度：売掛金～ 1件
 20年度：賃借料～ 1件、委託料～ 2件、出資金～ 1件、請負金～ 5件など
 21年度：国保料・家賃など
 22年度：診療報酬・供託金など
※動産公売件数は回数
※H21動産公売には不動産公売・競争入札各1件含む

平成21年9月
軽自動車一斉
差押実施

平成24年4月
国民健康
保険課へ

平成20年12月より
預金一斉差押・動産差押、
インターネット公売実施

平成18年
4月

納税課へ

髙杉の
動き

2か月間で
54件の
減額調定
合計

19,408,900円


